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重複立候補と結果としての死に票の救済

重
複
立
候
補
と
結
果
と
し
て
の
死
に
票
の
救
済
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一
．
は
じ
め
に

　

わ
が
国
の
衆
議
院
の
選
挙
制
度
で
あ
る
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
（
以
下
、
並
立
制
と
略
す
）
が
一
九
九
四
年
に
導
入
さ
れ
て

以
来
、
今
日
ま
で
に
四
半
世
紀
が
経
過
し
た
。
そ
の
間
、
一
九
九
六
年
の
第
四
一
回
総
選
挙
を
最
初
に
、
直
近
の
二
〇
一
七
年
第
四

八
回
総
選
挙
ま
で
、
合
計
八
回
の
選
挙
が
並
立
制
の
下
で
実
施
さ
れ
た
。
一
九
八
八
年
に
発
覚
し
た
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
に
端
を
発
し

て
五
五
年
体
制
の
崩
壊
と
と
も
に
日
本
政
治
に
大
き
な
変
化
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
政
治
改
革
の
嵐
の
帰
結
の
一
つ
で
あ
る）

1
（

。

一
．
は
じ
め
に

二
．
世
界
各
国
の
選
挙
制
度
に
お
け
る
重
複
立
候
補

三
．
重
複
立
候
補
に
対
す
る
批
判

四
．
重
複
立
候
補
と
死
に
票

五
．
お
わ
り
に
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そ
れ
ま
で
は
終
戦
直
後
の
一
九
四
六
年
に
第
二
二
回
総
選
挙
が
大
選
挙
区
制
限
連
記
制
で
実
施
さ
れ
た
と
い
う
一
回
の
例
外
を
除
い

て
、
一
九
二
五
年
の
導
入
以
来
二
四
回
の
総
選
挙
が
一
つ
の
選
挙
区
で
複
数
の
代
表
を
得
票
の
多
い
順
か
ら
選
出
す
る
と
い
う
中
選

挙
区
制
で
実
施
さ
れ
て
い
た
。
典
型
的
に
は
全
国
の
選
挙
区
を
一
三
〇
に
分
け
、
三
人
か
ら
五
人
を
代
表
と
し
て
選
出
し
て
い
た）

2
（

。

政
治
改
革
に
あ
た
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
中
選
挙
区
制
は
個
人
本
位
で
お
金
が
か
か
る
上
に
、
政
権
交
代
を
も
た
ら
し
に
く
い
選
挙
制

度
と
批
判
さ
れ
た
。
政
策
本
位
・
政
党
本
位
の
選
挙
、
政
権
交
代
を
可
能
と
す
る
（
政
権
交
代
の
緊
張
感
を
も
た
ら
す
）
新
た
な
選
挙

制
度
が
模
索
さ
れ
、
そ
の
結
果
と
し
て
導
入
さ
れ
た
の
が
並
立
制
で
あ
る）

（
（

。

　

こ
の
新
し
い
選
挙
制
度
で
の
下
で
、
実
際
に
選
挙
に
お
金
が
か
か
ら
な
く
な
っ
た
の
か）

（
（

、
政
党
本
位
・
政
策
本
位
の
選
挙
に
な
っ

た
の
か
は
別
と
し
て
、
一
九
九
三
年
の
与
党
自
民
党
の
選
挙
前
の
分
裂
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
政
権
交
代
と
は
異
な
り
、
有
権

者
の
選
択
に
よ
る
実
質
的
な
政
権
交
代
は
、
自
民
党
か
ら
民
主
党
へ
の
二
〇
〇
九
年
と
民
主
党
か
ら
自
民
党
へ
と
い
う
二
〇
一
二
年

の
二
回
ほ
ど
起
こ
っ
て
い
る
。
選
挙
の
重
要
な
役
割
の
一
つ
と
し
て
政
権
選
択
が
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
意
味

で
一
定
の
役
割
は
果
た
し
て
い
る
と
言
え
る
並
立
制
だ
が
、
導
入
以
来
今
日
ま
で
一
票
の
格
差
を
始
め
と
し
て
様
々
な
批
判
が
な
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
中
で
も
特
に
重
複
立
候
補
の
制
度
は
国
民
か
ら
の
評
判
が
悪
い
。
導
入
当
初
は
選
ば
れ
る
側
の
政
治
家
か
ら
も
批

判
さ
れ
、
中
に
は
重
複
立
候
補
を
辞
退
し
た
候
補
者
も
い
た
ほ
ど
だ
。

　

本
稿
で
は
そ
の
よ
う
な
重
複
立
候
補
の
制
度
が
、
一
人
の
代
表
し
か
持
た
な
い
小
選
挙
区
と
、
い
わ
ゆ
る
比
例
区
で
の
復
活
当
選

の
議
員
を
加
え
た
二
人
以
上
の
代
表
を
持
つ
小
選
挙
区
を
生
む
こ
と
が
も
た
ら
す
影
響
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
特
に
本

稿
で
は
次
の
問
題
を
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
重
複
立
候
補
の
制
度
が
も
た
ら
す
「
結
果
と
し
て
の
死
に
票
の
救
済
」
で
あ
る
。
小
選

挙
区
制
に
対
す
る
最
大
の
批
判
は
、
議
席
に
反
映
さ
れ
な
い
票
、
す
な
わ
ち
死
に
票
の
多
さ
に
あ
る
こ
と
に
は
論
を
俟
た
な
い
で
あ

ろ
う
。
そ
の
短
所
を
是
正
す
る
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
そ
れ
を
な
し
う
る
可
能
性
を
持
つ
重
複
立
候
補
の
制
度
は
ポ
シ
テ
ィ
ブ
に

評
価
し
う
る
で
あ
ろ
う
が
、
国
民
の
間
で
は
依
然
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
評
価
が
多
い
。
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小
選
挙
区
で
落
選
し
て
も
所
属
す
る
政
党
の
比
例
区
で
の
獲
得
議
席
数
と
自
身
の
惜
敗
率
と
の
関
係
で
い
わ
ゆ
る
復
活
当
選
を
し

た
代
表
を
持
つ
こ
と
に
な
る
選
挙
区
は
、
実
質
的
に
一
人
で
は
な
く
二
人
以
上
の
代
表
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
皮

相
的
に
小
選
挙
区
で
落
選
し
た
候
補
の
救
済
策
と
し
て
批
判
さ
れ
る
が
、
本
稿
で
は
そ
の
価
値
を
小
選
挙
区
制
に
対
す
る
最
大
の
批

判
で
あ
る
死
に
票
を
減
ら
す
こ
と
に
あ
る
と
認
め
て
、
ま
ず
は
そ
の
実
体
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ

の
よ
う
な
形
で
の
死
に
票
の
救
済
は
民
意
の
反
映
度
を
高
め
る
と
い
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
面
が
あ
る
一
方
で
、
そ
れ
は
一
人
の
代
表
し

か
持
た
な
い
選
挙
区
と
二
人
以
上
の
代
表
を
持
つ
選
挙
区
と
の
間
で
の
政
治
的
影
響
力
に
差
が
生
じ
る
か
否
か
と
い
う
問
題
を
惹
起

す
る
。
具
体
的
に
は
各
省
庁
が
基
礎
自
治
体
へ
配
分
す
る
補
助
金
の
額
や
数
に
違
い
が
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
が
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
紙
幅
の
関
係
で
稿
を
改
め
て
論
じ
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
に
、
本
稿
を
以
下
の
よ
う
に
進
め
る
。
ま
ず
は
重
複
立
候
補
の
制
度
に
つ
い
て
概
観
す
る
。
続
い

て
、
わ
が
国
の
重
複
立
候
補
の
制
度
が
有
権
者
に
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
ま
と
め
る
。
そ
の
後
、
前
述
し
た
重

複
立
候
補
の
制
度
的
効
果
、
す
な
わ
ち
結
果
と
し
て
の
死
に
票
の
救
済
に
つ
い
て
分
析
す
る
。

二
．
世
界
各
国
の
選
挙
制
度
に
お
け
る
重
複
立
候
補

　

票
数
と
し
て
示
さ
れ
た
民
意
を
議
席
数
に
変
換
す
る
方
法
と
し
て
の
選
挙
制
度）

（
（

に
お
い
て
、
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
と
い
っ

た
二
つ
以
上
の
選
挙
方
法
を
組
み
合
わ
せ
て
同
時
に
実
施
し
て
い
る
い
わ
ゆ
る
混
合
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
国
は
少
な
く
な
い
。

世
界
各
国
の
議
会
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
構
築
し
て
そ
れ
を
公
開
し
て
い
るInter-Parliam

entary U
nion

（IPU

）
の
サ
イ

ト
で
は
、
選
挙
制
度
を
大
き
く
五
つ
に
分
類
し
て
い
る
。
混
合
シ
ス
テ
ム
（
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
の
組
み
合
わ
せ
）、
相
対
多
数

／
絶
対
多
数
制
（
多
数
代
表
制
）、
比
例
代
表
制
、
そ
の
他
、
及
び
当
て
は
ま
ら
な
い
で
あ
る）

（
（

。
そ
の
他
や
当
て
は
ま
ら
な
い
に
分
類
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さ
れ
る
の
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
貴
族
院
の
よ
う
に
議
員
が
王
な
ど
に
よ
る
任
命
制
で
選
ば
れ
て
お
り
国
民
に
よ
る
直
接
選
挙
で
選
出
さ

れ
て
い
な
い
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。

　

そ
れ
ぞ
れ
の
割
合
は
、
二
〇
一
八
年
末
で
の
集
計
と
な
る
が
、
一
院
制
の
国
及
び
二
院
制
の
国
で
上
下
院
を
合
計
し
た
二
五
九
の

議
会
の
う
ち
で
、
一
四
・
二
九
、
二
八
・
五
七
、
三
五
・
五
二
、
二
・
三
二
、
一
九
・
三
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
実
数
で
言
う
と
各
国
の

三
七
の
議
会
選
挙
が
混
合
シ
ス
テ
ム
で
選
挙
を
実
施
し
て
い
る
。
た
だ
し
混
合
シ
ス
テ
ム
と
言
っ
て
も
様
々
な
形
態
が
あ
る
。
日
本

の
よ
う
に
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
を
組
み
合
わ
せ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
当
選
者
が
決
ま
り
、
そ
の
合
計
が
各
政
党
の
獲
得

議
席
数
に
な
る
と
い
う
並
立
制
（Parallel System

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
に
各
党
の
獲
得
議
席
数
は
比

例
代
表
の
部
分
で
決
ま
る
と
い
う
併
用
制
（M

ixed-m
em

ber Proportional Representation: M
M

P

）
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
あ
る
。

い
ず
れ
に
し
て
も
小
選
挙
区
制
と
比
例
代
表
制
と
い
っ
た
組
み
合
わ
せ
で
選
挙
を
実
施
す
る
場
合
、
重
複
立
候
補
の
制
度
を
導
入
す

る
こ
と
が
理
論
的
に
は
可
能
と
な
る
。
並
立
制
で
あ
ろ
う
が
併
用
制
で
あ
ろ
う
が
重
複
立
候
補
を
許
す
場
合
、
基
本
的
に
は
厳
正
拘

束
式
の
比
例
区
の
リ
ス
ト
に
候
補
者
と
し
て
名
前
が
記
載
さ
れ
て
い
る
選
挙
区
で
の
当
選
者
は
そ
の
リ
ス
ト
か
ら
除
か
れ
て
、
残
っ

た
、
別
言
す
る
と
小
選
挙
区
で
落
選
し
た
候
補
者
が
政
党
の
指
定
し
た
名
簿
順
位
に
従
っ
て
比
例
区
の
当
選
者
と
な
る
。
そ
の
た
め

重
複
立
候
補
を
認
め
て
い
る
国
に
お
い
て
は
選
挙
区
に
よ
っ
て
、
一
人
で
は
な
く
党
派
は
異
な
る
が
二
人
以
上
の
地
域
代
表
が
存
在

す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
結
果
と
し
て
地
域
を
代
表
す
る
議
員
の
数
が
細
か
く
分
け
ら
れ
た
地
域
の
選
挙
区
に
よ
っ
て
異
な

る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う
な
影
響
を
も
た
ら
す
の
か
が
、
一
つ
の
解
明
す
べ
き
問
題
と
し
て
浮
上
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ

う
。

　

二
〇
〇
〇
年
にRose

が
編
集
し
公
刊
さ
れ
た
『
選
挙
の
百
科
事
典
』（International E

ncyclopedia of E
lections

）
で
は
混
合

シ
ス
テ
ム
で
重
複
立
候
補
を
認
め
て
い
る
国
が
一
八
カ
国
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る）

（
（

が
、
今
日
そ
れ
ら
の
国
の
中
で
は
重
複
立

候
補
の
制
度
を
禁
止
し
た
国
も
あ
る
。
例
え
ば
ウ
ク
ラ
イ
ナ
で
あ
る
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ
は
当
初
重
複
立
候
補
を
認
め
て
い
た
が
、
二
〇
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一
二
年
四
月
に
憲
法
裁
判
所
に
よ
っ
て
違
憲
と
さ
れ
て
、
現
在
で
は
認
め
ら
れ
て
い
な
い）

（
（

。
そ
も
そ
も
混
合
シ
ス
テ
ム
か
ら
相
対
多

数
の
小
選
挙
区
制
に
移
行
し
た
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
よ
う
に
、
別
の
選
挙
制
度
に
変
更
し
た
よ
う
な
国
で
は
重
複
立
候
補
の
制
度

自
体
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
現
時
点
で
選
挙
区
と
比
例
区
と
の
間
で
同
じ
候
補
が
立
候
補
で
き
る
と
い
う
重
複
立
候
補
の
制
度
を

採
用
し
て
い
る
こ
と
を
明
確
に
確
認
で
き
る
の
は
、
日
本
、
ド
イ
ツ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
、
及
び
ロ
シ
ア
の
五
カ

国
の
み
で
あ
る）

（
（

。

　

こ
の
よ
う
に
重
複
立
候
補
を
認
め
て
い
る
国
は
少
な
い
が
、
そ
の
数
少
な
い
国
の
中
で
、
特
に
日
本
の
重
複
立
候
補
の
制
度
は
他

国
の
そ
れ
と
比
較
し
て
際
だ
っ
た
特
徴
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
小
選
挙
区
で
落
選
し
た
重
複
立
候
補
者
の
比
例
区
で
の
復
活
当
選

を
政
党
が
予
め
各
候
補
に
指
定
し
た
名
簿
順
位
で
は
な
く
、
小
選
挙
区
で
の
惜
敗
率
の
高
さ
の
順
で
決
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
は
公
職
選
挙
法
が
重
複
立
候
補
者
に
関
し
て
同
一
順
位
で
リ
ス
ト
に
記
載
す
る
こ
と
を
政
党
に
認
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
重
複

立
候
補
者
の
す
べ
て
を
一
位
と
し
て
記
載
す
る
こ
と
も
、
比
例
区
だ
け
の
立
候
補
者
を
一
位
と
し
て
重
複
立
候
補
者
に
関
し
て
は
二

位
以
下
の
同
一
順
位
で
記
載
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
惜
敗
率
は
、（
落
選
し
た
候
補
者
の
得
票
数
÷
当
選
し
た
候
補
の
得
票
数
）
×

一
〇
〇
で
計
算
さ
れ
、
％
で
表
記
さ
れ
る
。
接
戦
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
こ
の
惜
敗
率
は
高
く
な
る
が
、
た
だ
高
い
だ
け
で
は
比
例
区

で
議
席
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
当
然
所
属
す
る
政
党
が
一
一
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら
れ
て
い
る
各
比
例
区
で
獲
得
す
る
議
席
数

に
依
存
す
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
小
選
挙
区
に
お
け
る
落
選
者
の
比
例
区
に
お
け
る
当
選
は
、
有
権
者
の
投
票
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、

参
議
院
の
比
例
区
で
採
用
さ
れ
て
い
る
非
拘
束
式
と
同
等
の
効
果
を
持
つ）

（1
（

。
同
一
順
位
を
認
め
て
い
な
い
国
で
の
小
選
挙
区
の
落
選

者
の
比
例
区
に
お
け
る
復
活
当
選
が
単
純
な
厳
正
拘
束
式
で
政
党
に
よ
る
順
位
付
け
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
他
国
の
制
度
と
比
較
す
る

と
、
日
本
は
非
常
に
ユ
ニ
ー
ク
な
制
度
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
。

　

で
は
次
に
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
持
つ
わ
が
国
の
衆
議
院
選
挙
に
お
け
る
重
複
立
候
補
の
制
度
に
対
す
る
批
判
を
詳
し
く
見
た
後
に
、

結
果
と
し
て
の
死
に
票
の
救
済
と
言
え
る
効
果
を
ど
の
程
度
持
つ
か
検
討
し
て
み
よ
う
。
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三
．
重
複
立
候
補
に
対
す
る
批
判

　

わ
が
国
に
お
い
て
並
立
制
が
導
入
さ
れ
た
当
初
か
ら
重
複
立
候
補
の
制
度
は
、
国
民
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
制
度
の
下
で
立
候
補
す

る
候
補
者
か
ら
の
批
判
に
も
晒
さ
れ
て
き
た
。
国
民
や
政
治
家
の
批
判
の
声
を
紹
介
す
る
メ
デ
ィ
ア
の
論
調
も
同
様
で
あ
っ
た）

（（
（

。
こ

の
並
立
制
で
初
め
て
総
選
挙
が
実
施
さ
れ
た
の
は
一
九
九
六
年
で
あ
る
が
、
そ
の
選
挙
の
直
後
の
一
〇
月
二
一
日
か
ら
二
二
日
の
昼

に
か
け
て
朝
日
新
聞
社
が
実
施
し
た
電
話
に
よ
る
全
国
の
有
権
者
二
〇
〇
〇
人
を
対
象
と
し
た
世
論
調
査
（
回
収
率
：
五
九
％
）
で

は
、
重
複
立
候
補
に
対
し
て
七
〇
％
が
「
よ
く
な
か
っ
た
」
と
答
え
て
い
る
。「
よ
か
っ
た
」
と
答
え
た
の
は
一
四
％
に
し
か
過
ぎ

な
い）

（1
（

。
一
九
九
六
年
一
二
月
一
三
日
か
ら
一
五
日
の
間
に
毎
日
新
聞
社
が
全
国
の
有
権
者
三
四
〇
〇
人
を
対
象
に
実
施
し
た
調
査

（
回
収
率
：
六
六
％
）
で
は
、「
今
の
仕
組
み
の
ま
ま
で
よ
い
」
と
肯
定
的
に
評
価
し
た
の
は
わ
ず
か
に
一
一
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

八
四
％
の
多
数
が
「
お
か
し
な
制
度
な
の
で
や
め
る
べ
き
だ
」
と
答
え
て
い
る）

（1
（

。
導
入
当
初
は
特
定
候
補
の
優
遇
と
受
け
止
め
ら
れ

て
、
国
民
の
公
平
感
覚
を
逆
な
で
す
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
選
挙
が
実
施
さ
れ
て
み
れ
ば
、
小
選
挙
区
で
落
選
し
た

候
補
者
が
い
つ
の
ま
に
か
比
例
区
で
復
活
当
選
を
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
、
納
得
で
き
な
い
と
い
う
感
情
の
表
れ
で
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
そ
の
こ
と
は
比
例
区
で
の
復
活
当
選
者
を
「
ゾ
ン
ビ
議
員
」
な
ど
と
呼
ぶ
否
定
的
な
言
葉
に
如
実
に
表
れ
て
い
る）

（1
（

。

　

し
か
し
そ
の
後
数
回
の
選
挙
が
実
施
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
多
く
の
政
党
の
方
が
重
複
立
候
補
者
に
関
し
て
は
基
本
的
に
比
例
区
の

リ
ス
ト
に
お
い
て
は
同
一
順
位
に
並
べ
、
比
例
区
で
の
復
活
当
選
を
有
権
者
の
投
票
に
委
ね
る
こ
と
を
積
極
的
に
行
う
よ
う
に
な
っ

て
き
た
。
そ
の
こ
と
よ
り
特
定
候
補
の
優
遇
と
い
う
側
面
は
払
拭
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
依
然
と
し
て
現
在
に
お
い

て
も
反
対
の
声
は
根
強
い
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
「
重
複
立
候
補
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
で
検
索
す
る
と
、
そ
の
上
位
に
出
て
く
る

の
は
重
複
立
候
補
を
批
判
す
る
サ
イ
ト
が
多
い）

（1
（

。
世
論
調
査
に
お
い
て
も
依
然
と
し
て
重
複
立
候
補
に
対
す
る
強
い
嫌
悪
感
が
続
い

て
い
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
読
売
新
聞
社
と
早
稲
田
大
学
が
二
〇
一
四
年
の
一
月
か
ら
二
月
に
か
け
て
共
同
で
行
っ
た
世
論
調
査



（

重複立候補と結果としての死に票の救済

の
結
果
で
あ
る）

（1
（

。
こ
の
調
査
は
全
国
の
有
権
者
三
〇
〇
〇
人
を
対
象
と
し
て
郵
送
で
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
（
回
答
率
六
七
％
）、

重
複
立
候
補
の
仕
組
み
は
「
変
え
る
方
が
よ
い
」
と
す
る
回
答
が
八
一
％
に
も
の
ぼ
っ
て
い
る
。「
続
け
る
方
が
よ
い
」
と
答
え
た

有
権
者
の
割
合
は
わ
ず
か
に
一
七
％
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
小
選
挙
区
で
落
選
、
す
な
わ
ち
代
表
と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
さ
れ
た
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
重
複
立
候
補
の
お
陰
で
比
例
区
に
お
い
て
復
活
当
選
す
る
の
は
納
得
で
き
な
い
と
い
う
感
情
は
依
然
と
し
て
国
民

の
間
に
続
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　

国
民
の
み
な
ら
ず
、
立
候
補
を
す
る
当
の
政
治
家
か
ら
の
反
対
論
も
当
初
は
見
ら
れ
た
。
並
立
制
で
行
わ
れ
た
最
初
の
選
挙
に
お

い
て
は
、
奈
良
四
区
か
ら
立
候
補
し
た
自
民
党
前
職
の
田
野
瀬
良
太
郎
候
補
の
よ
う
に
、
重
複
立
候
補
者
で
あ
る
こ
と
を
所
属
す
る

党
（
新
進
党
）
の
方
針
か
ら
重
複
立
候
補
を
し
て
い
な
か
っ
た
ラ
イ
バ
ル
候
補
か
ら
「
田
野
瀬
は
比
例
区
で
も
当
選
で
き
る
」
と
宣

伝
さ
れ
こ
と
か
ら
、
小
選
挙
区
で
の
票
が
減
る
こ
と
を
恐
れ
、
選
挙
戦
の
最
中
に
緊
急
記
者
会
見
を
開
き
「
比
例
区
で
当
選
し
て
も

辞
退
す
る
」
と
宣
言
し
た
候
補
も
い
た
ほ
ど
で
あ
る）

（1
（

。
重
複
立
候
補
者
は
特
に
努
力
し
な
く
て
も
比
例
区
で
復
活
当
選
で
き
る
と
い

う
誤
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
有
権
者
の
側
に
あ
る
と
意
識
し
、
小
選
挙
区
で
の
得
票
が
減
る
こ
と
を
恐
れ
た
わ
け
だ
。
こ
の
例
で
は
小
選

挙
区
で
当
選
し
た
新
進
党
の
候
補
が
重
複
立
候
補
を
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
対
比
か
ら
重
複
立
候
補
を
し
た
候
補
者
の
側
で

も
有
権
者
の
側
に
も
「
ず
る
い
」、「
潔
く
な
い
」
と
い
っ
た
感
覚
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

一
九
九
三
年
の
政
権
交
代
の
立
役
者
の
一
人
と
な
っ
た
新
党
さ
き
が
け
の
武
村
正
義
も
選
挙
前
の
一
〇
月
三
日
に
記
者
会
見
を
開

き
、「
選
挙
区
と
比
例
区
の
重
複
立
候
補
と
い
う
仕
組
み
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
改
正
す
る
方
向
で
努
力
し
た
い
」
と
述
べ
て
い
る）

（1
（

。

一
〇
月
二
三
日
付
け
の
朝
日
新
聞
朝
刊
に
は
、「
閣
僚
、
次
々
と
見
直
し
発
言　

重
複
立
候
補
へ
異
論
多
く　

新
選
挙
制
度
」
と
い

う
見
出
し
が
躍
っ
て
い
る）

（1
（

。
現
職
の
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
っ
た
小
泉
純
一
郎
が
二
〇
〇
二
年
二
月
一
三
日
の
衆
院
予
算
委
員
会
の
場

で
、
野
党
の
議
員
の
質
問
に
答
え
て
「
選
挙
区
で
有
権
者
が
落
選
と
審
判
を
下
し
た
人
が
何
で
比
例
で
当
選
し
て
く
る
の
か
。
憲
法

違
反
じ
ゃ
な
い
の
か
」
と
述
べ
た）

11
（

の
は
重
複
立
候
補
の
制
度
に
対
す
る
政
治
家
か
ら
の
批
判
の
極
め
つ
け
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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そ
も
そ
も
小
泉
は
導
入
前
か
ら
の
反
対
論
者
で
あ
っ
た
。
一
九
九
一
年
九
月
一
二
日
付
け
の
朝
日
新
聞
朝
刊
に
は
小
泉
を
選
挙
制
度

改
革
に
対
す
る
反
対
の
急
先
鋒
で
あ
る
と
名
指
し
す
る
記
事
が
掲
載
さ
れ
て
い
る）

1（
（

。
し
か
し
、
政
治
家
の
側
の
重
複
立
候
補
に
対
す

る
ア
レ
ル
ギ
ー
は
選
挙
の
回
数
を
重
ね
る
度
に
減
少
し
て
い
る
と
言
え
る
。
小
泉
自
身
も
そ
れ
ま
で
の
総
選
挙
に
お
い
て
は
重
複
立

候
補
を
頑
な
に
拒
否
し
て
い
た
が
、
現
職
の
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
っ
た
二
〇
〇
五
年
の
第
四
四
回
総
選
挙
で
は
、
結
果
と
し
て
は
首

相
と
し
て
写
っ
て
い
る
自
民
党
の
ポ
ス
タ
ー
が
公
職
選
挙
法
の
規
定
に
違
反
す
る
こ
と
か
ら
重
複
立
候
補
は
断
念
し
た
が
、
重
複
立

候
補
を
す
る
意
向
を
表
明
し
た）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
重
複
立
候
補
批
判
の
急
先
鋒
で
あ
っ
た
小
泉
の
重
複
立
候
補
に
対
す
る
態
度
の
変
化

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
回
数
を
重
ね
れ
ば
既
成
事
実
化
し
、
そ
の
反
対
の
度
合
い
は
次
第
に
低
下
し
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で

あ
ろ
う
。

　

上
記
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
の
あ
り
方
に
も
左
右
さ
れ
る
。
そ
こ
で
早
く
か
ら
重
複
立
候
補
の
制
度
に
明
確
に

批
判
的
な
立
場
を
表
明
し
て
い
た
朝
日
新
聞
の
報
道
の
内
容
を
分
析
し
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
具
体
的
に
は
見
出
し
の
中
に
重
複
立

候
補
と
い
う
言
葉
を
含
む
も
の
を
抽
出
し
て
、
立
場
の
変
化
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
見
出
し
の
み
を
分
析
の
対

象
と
す
る
の
は
、
本
文
中
に
も
重
複
立
候
補
と
い
う
言
葉
を
分
析
の
対
象
と
す
る
と
、
選
挙
に
お
け
る
各
候
補
の
重
複
立
候
補
の
状

況
に
関
す
る
大
量
の
記
事
も
含
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
誰
が
重
複
立
候
補
を
し
て
い
る
か
と
い
う
情
報
は
こ
こ
で
の
分
析
に

は
役
に
た
た
な
い
。
見
出
し
中
に
重
複
立
候
補
と
い
う
言
葉
を
含
む
記
事
は
、
直
接
的
に
重
複
立
候
補
に
対
す
る
是
非
や
賛
否
に
関

す
る
可
能
性
が
高
い
。
分
析
に
あ
た
っ
て
は
朝
日
新
聞
が
提
供
し
て
い
る
記
事
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
あ
る
「
聞
蔵
Ⅱ
ビ
ジ
ュ
ア
ル
」
を

用
い
て
記
事
を
検
索
し
た
。

　

全
期
間
を
抽
出
の
範
囲
と
し
て
検
索
し
た
結
果
、
見
出
し
中
に
重
複
立
候
補
と
い
う
言
葉
を
含
む
記
事
の
数
は
七
六
件
で
あ
っ
た）

11
（

。

そ
の
七
六
件
中
明
ら
か
に
読
者
が
重
複
立
候
補
に
関
し
て
否
定
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
見
出
し
の

記
事
の
数
は
、
三
四
件
で
あ
っ
た
。
数
は
多
く
な
い
の
で
そ
の
内
容
を
以
下
に
列
挙
し
て
み
る
。
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①
「
選
択
権
奪
う
重
複
立
候
補　

六
郷
孝
也
（
コ
ラ
ム
・
私
の
見
方
）」（
一
九
九
三
年
八
月
一
三
日
朝
刊
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
）、
②
「
衆
院

の
小
選
挙
区
と
比
例
区
で
重
複
立
候
補
禁
止
の
方
針　

自
民
県
連　

／
宮
城
」（
一
九
九
五
年
八
月
三
一
日
、
朝
刊
、
宮
城
）、
③
「
衆
院

比
例
区　

悩
む
自
民　

重
複
立
候
補
者
と
長
老
議
員
ズ
ラ
リ　

戦
略
検
討
の
声
」（
一
九
九
五
年
一
一
月
二
四
日
朝
刊
、
二
総
、
④
「
衆

院
選
新
制
度
の
重
複
立
候
補
「
知
ら
な
い
」
七
九
％　

静
岡
定
点
調
査
」（
一
九
九
五
年
一
二
月
一
三
日
朝
刊
、
一
総
）、
⑤
「
山
崎
自
民

党
政
調
会
長
「
重
複
立
候
補
は
せ
ず
」　

次
期
衆
院
選
で
会
見
【
西
部
】」（
一
九
九
六
年
九
月
八
日
朝
刊
、
二
社
）、
⑥
「
自
民
党
の
塩
川

正
十
郎
氏
、
重
複
立
候
補
せ
ず　

次
期
衆
院
選　

／
大
阪
」（
一
九
九
六
年
九
月
二
五
日
朝
刊
、
大
阪
）、
⑦
「
重
複
立
候
補
、
積
極
派
は

少
数　

立
候
補
予
定
者
調
査
（
新
衆
院
選
）　
【
西
部
】」（
一
九
九
六
年
九
月
二
七
日
朝
刊
、
二
総
、
⑧
「「
重
複
立
候
補
お
か
し
い
」　

黒

磯
市
長
、
新
選
挙
制
度
を
批
判　

／
栃
木
」（
一
九
九
六
年
一
〇
月
一
日
朝
刊
、
栃
木
）、
⑨
「
比
例
区
東
北
ブ
ロ
ッ
ク
へ
の
重
複
立
候
補

し
な
い
考
え　

三
塚
博
氏
が
表
明
／
宮
城
」（
一
九
九
六
年
一
〇
月
三
日
朝
刊
、
宮
城
）、
⑩
「
比
例
区
へ
の
重
複
立
候
補
せ
ず
と
表
明　

自
民
党
の
伊
藤
・
菊
池
両
氏　

／
宮
城
」（
一
九
九
六
年
一
〇
月
四
日
朝
刊
、
宮
城
）、
⑪
「
総
選
挙
の
重
複
立
候
補
、
制
度
見
直
し
に

「
努
力
」　

武
村
氏
述
べ
る　
【
大
阪
】」（
一
九
九
六
年
一
〇
月
四
日
朝
刊
、
二
総
）、
⑫
「
野
呂
昭
彦
氏
が
重
複
立
候
補
を
辞
退　

三
重
四

区
に
専
念　

総
選
挙　
【
名
古
屋
】」（
一
九
九
六
年
一
〇
月
四
日
朝
刊
、
宮
城
）、
⑬
「
新
進
党
の
海
部
・
細
川
・
羽
田
元
首
相
、
重
複
立

候
補
は
せ
ず　

衆
院
選
」（
一
九
九
六
年
一
〇
月
五
日
朝
刊
、
二
総
）、
⑭
「
く
す
ぶ
る
選
挙
制
度
見
直
し
論　

重
複
立
候
補
な
ど
に
批
判

（
新
総
選
挙
）」（
一
九
九
六
年
一
〇
月
一
八
日
朝
刊
、
二
総
）、
⑮
「
小
選
挙
区
落
選
か
ら
「
復
活
」　

比
例
区
重
複
立
候
補
者
当
選
の
声

　

／
茨
城
」（
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
一
日
朝
刊
、
茨
城
）、
⑯
「
総
選
挙
の
重
複
立
候
補
制
度
の
見
直
し
求
め
、
橋
本
総
裁
へ
文
書　

自

民
石
川
県
連
」（
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
三
日
朝
刊
、
二
総
）、
⑰
「
重
複
立
候
補
制
の
見
直
し
、
自
民
石
川
県
連
が
要
請　

橋
本
総
裁
へ

文
書
【
大
阪
】」（
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
三
日
朝
刊
、
二
総
）、
⑱
「
重
複
立
候
補
制
、
早
急
に
見
直
せ
（
声
）」（
一
九
九
六
年
一
〇
月

二
三
日
朝
刊
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
）、
⑲
「
閣
僚
、
次
々
見
直
し
論
発
言　

重
複
立
候
補
へ
異
論
多
く　

新
選
挙
制
度
」（
一
九
九
六
年
一
〇
月

二
三
日
朝
刊
、
政
治
）、
⑳
「
重
複
立
候
補
や
惜
敗
率
、「
理
解
で
き
ず
」
が
約
四
割　

豊
中
定
点
調
査
【
大
阪
】」（
一
九
九
六
年
一
〇
月

二
八
日
朝
刊
、
三
総
）、
㉑
「
総
選
挙
の
重
複
立
候
補
に
賛
否　

不
在
者
投
票
改
善
の
声
も　

読
者
の
意
見
／
千
葉
」（
一
九
九
六
年
一
〇

月
二
九
日
朝
刊
、
千
葉
）、
㉒
「「
重
複
立
候
補
制
度
は
違
憲
」　

関
東
地
方
の
有
権
者
、
選
挙
無
効
求
め
提
訴
」（
一
九
九
六
年
一
一
月
二
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〇
日
朝
刊
、
二
社
）、
㉓
「
衆
院
定
数
二
割
減
、
重
複
立
候
補
認
め
ず　

新
進
党
、
選
挙
改
革
中
間
報
告
ま
と
め
」（
一
九
九
七
年
六
月
一

一
日
朝
刊
、
政
治
）、
㉔
「
重
複
立
候
補　

前
回
八
四
人
が
復
活
当
選
（
総
選
挙
の
キ
ー
ワ
ー
ド
）」（
二
〇
〇
〇
年
一
月
三
日
朝
刊
、
特

設
ニ
ュ
ー
ス
）、
㉕
「
衆
院
選
で
比
例
区
と
の
重
複
立
候
補
あ
り
得
な
い　

自
由
・
西
岡
武
夫
氏
／
長
崎
」（
二
〇
〇
〇
年
三
月
九
日
朝
刊
、

長
崎
）、
㉖
「
衆
院
選
、
重
複
立
候
補
の
見
直
し
求
め
る　

堀
内
光
雄
・
自
民
総
務
会
長
」（
二
〇
〇
一
年
九
月
六
日
朝
刊
、
政
治
）、
㉗

「
民
主
・
菅
氏
「
重
複
立
候
補
せ
ず
」　

総
選
挙
」（
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
二
四
日
朝
刊
、
政
治
）、
㉘
「
小
泉
首
相
、
重
複
立
候
補
せ
ず　

「
今
の
公
選
法
知
ら
な
か
っ
た
…
」　

総
選
挙
」（
二
〇
〇
五
年
八
月
一
二
日
朝
刊
、
三
総
合
）、
㉙
「
民
主
党
の
鉢
呂
氏
、
重
複
立
候
補
せ

ず　
「
退
路
断
ち
勝
ち
抜
く
」　

総
選
挙　

／
北
海
道
」（
二
〇
〇
五
年
八
月
二
六
日
朝
刊
、
北
海
道
総
合
）、
㉚
「
重
複
立
候
補
の
廃
止
意

見
書
可
決
へ　

前
知
事
当
選
の
腹
い
せ
？　

自
公
県
議
ら
き
ょ
う
提
出
／
栃
木
県
」（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
七
日
朝
刊
、
栃
木
中
央
・
一

地
方
）、
㉛
「
意
見
書
可
決
、
廃
止
求
め
る　

県
議
会
、
衆
院
選
の
重
複
立
候
補　

／
栃
木
県
」（
二
〇
〇
五
年
一
〇
月
八
日
朝
刊
、
栃
木

全
県
・
二
地
方
）、
㉜
「
自
民
・
古
賀
氏
、
重
複
立
候
補
せ
ず　

総
選
挙
」（
二
〇
〇
九
年
八
月
一
三
日
朝
刊
、
政
治
）、
㉝
「（
声
）
比
例

区
、
重
複
立
候
補
は
禁
止
に　
【
大
阪
】」（
二
〇
一
二
年
一
二
月
二
三
日
朝
刊
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
二
）、
㉞
「（
声
）
比
例
の
重
複
立
候
補
を

禁
止
せ
よ
」（
二
〇
一
三
年
一
月
七
日
朝
刊
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
二
）

　

以
上
の
よ
う
に
、
重
複
立
候
補
を
否
定
す
る
政
治
家
や
識
者
の
言
葉
を
伝
え
た
り
、
重
複
立
候
補
を
辞
退
す
る
政
治
家
の
存
在
を

伝
え
た
り
す
る
、
重
複
立
候
補
の
言
葉
を
含
み
読
者
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
判
断
で
き
る
見
出
し
の

数
の
割
合
は
、
そ
の
最
初
の
一
九
九
三
年
か
ら
一
九
九
六
年
ま
で
が
六
七
・
六
五
％
と
三
分
の
二
を
占
め
て
い
る
。
そ
の
後
時
代
を

経
る
に
従
い
減
少
し
て
い
き
、
二
〇
一
三
年
の
「（
声
）
比
例
の
重
複
立
候
補
を
禁
止
せ
よ
」
と
い
う
見
出
し
を
最
後
に
、
重
複
立

候
補
に
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
与
え
る
よ
う
な
見
出
し
は
今
日
ま
で
五
年
以
上
登
場
し
て
い
な
い
。
重
複
立
候
補
で
復

活
当
選
を
遂
げ
る
議
員
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
先
に
述
べ
た
よ
う
に
自
民
党
に
お
い
て
強
硬
な
反
対
派
で
あ
っ
た
小
泉
元
首
相

自
身
が
現
職
の
内
閣
総
理
大
臣
で
あ
っ
た
二
〇
〇
五
年
の
総
選
挙
で
重
複
立
候
補
の
意
向
を
示
し
た
こ
と
が
、
政
治
家
に
と
っ
て
は

重
複
立
候
補
を
す
る
こ
と
に
対
す
る
違
和
感
を
消
滅
さ
せ
る
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
有
権
者
に
お
い
て
は
依
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然
と
し
て
反
対
の
声
が
大
き
い
が
、
そ
れ
は
感
情
的
な
も
の
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
選
挙
区
で
落
選
し
た
候
補
は
そ
の
選
挙
区
で
代
表

と
し
て
相
応
し
く
な
い
と
烙
印
を
お
さ
れ
た
候
補
が
比
例
区
に
お
い
て
復
活
当
選
を
す
る
こ
と
へ
の
違
和
感
で
あ
ろ
う
。
聞
か
れ
れ

ば
直
感
的
か
つ
感
覚
的
に
「
ノ
ー
」
と
言
い
た
く
な
る
の
が
重
複
立
候
補
の
制
度
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
こ
の
よ
う
な
反
対
論
に
対
し
て
は
、
地
域
の
代
表
と
し
て
の
要
件
と
い
う
観
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
反
論
で
き
る
。
わ
が

国
の
小
選
挙
区
制
は
、
相
対
多
数
（plurality

）
で
の
当
選
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
他
の
候
補
者
よ
り
も
一
票
で
も
多
く
獲
得

し
た
候
補
者
が
当
選
す
る
。
仮
に
こ
の
候
補
の
得
票
率
が
四
〇
％
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
他
の
六
〇
％
の
有
権
者
は
そ
の
候
補
を
そ

の
選
挙
区
の
代
表
と
し
て
相
応
し
い
と
は
認
め
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
四
〇
％
の
民
意
に
な
ぜ
六
〇
％
が
従
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
世
界
に
は
絶
対
多
数
（m

ajority

）、
す
な
わ
ち
五
〇
％
＋
一
票
以
上
の

得
票
を
す
る
こ
と
を
そ
の
選
挙
区
で
の
代
表
た
る
要
件
と
す
る
こ
と
を
定
め
て
い
る
国
が
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
基
本

的
に
最
初
の
投
票
で
絶
対
多
数
の
票
を
獲
得
し
た
候
補
が
い
な
い
場
合
は
、
別
の
日
に
最
初
の
選
挙
で
の
得
票
が
上
位
二
位
の
者
を

対
象
に
二
回
目
の
投
票
（
決
選
投
票
）
を
行
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
す
れ
ば
二
回
目
の
投
票
で
ど
ち
ら
か
の
候
補
が
絶
対
多
数

を
獲
得
し
、
そ
の
地
域
の
代
表
と
し
て
の
正
当
性
を
堂
々
と
主
張
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
国
民
議
会
の
例
が
有
名
で
あ
る
が
、
一
回
目
の
投
票
で
絶
対
多
数
を
獲
得
し
た
候
補
が
い
な
け
れ
ば
、
登
録
有
権
者

の
一
二
・
五
％
以
上
の
得
票
を
し
た
候
補
者
達
だ
け
を
対
象
に
二
回
目
の
投
票
が
行
わ
れ
る
。
従
っ
て
二
人
以
上
の
候
補
者
が
決
選

投
票
に
進
む
場
合
も
あ
る
が
、
二
回
目
の
投
票
で
の
当
選
者
は
相
対
多
数
で
決
ま
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
な
制
度
の
た
め
に
直
近
の
二
〇
一

七
年
六
月
一
一
日
に
実
施
さ
れ
た
総
定
数
五
七
七
議
席
の
フ
ラ
ン
ス
国
民
議
会
に
お
け
る
第
一
回
目
の
選
挙
で
当
選
を
果
た
し
た
候

補
者
は
四
人
の
み
で
、
残
り
の
五
四
三
議
席
は
二
回
目
の
投
票
で
決
ま
っ
て
お
り
、
小
選
挙
区
制
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
一
五
の
政

党
が
議
席
を
獲
得
す
る
多
党
制
と
な
っ
て
い
る）

11
（

。
重
複
立
候
補
の
制
度
は
採
用
し
て
い
な
い
が
日
本
と
同
じ
混
合
シ
ス
テ
ム
を
採
用

し
て
い
る
リ
ト
ア
ニ
ア
の
選
挙
制
度
は
絶
対
多
数
を
確
保
す
る
た
め
に
か
な
り
複
雑
な
方
式
を
用
い
て
い
る
。
ま
ず
各
小
選
挙
区
に
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お
け
る
投
票
率
が
四
〇
％
以
上
か
未
満
か
で
取
り
扱
い
が
異
な
る
。
投
票
率
が
四
〇
％
以
上
の
場
合
、
絶
対
多
数
の
票
を
獲
得
し
た

候
補
が
い
な
け
れ
ば
得
票
上
位
二
候
補
に
よ
る
決
選
投
票
が
実
施
さ
れ
る
。
投
票
率
が
四
〇
％
未
満
の
場
合
は
当
選
に
は
少
な
く
と

も
二
〇
％
以
上
の
得
票
が
必
要
と
な
る
が
、
二
〇
％
以
上
を
獲
得
し
た
候
補
が
二
人
以
上
、
な
い
し
は
二
〇
％
以
上
の
得
票
を
獲
得

し
た
候
補
が
誰
も
い
な
い
場
合
に
は
、
上
位
二
候
補
に
よ
る
決
選
投
票
が
実
施
さ
れ
る
。
さ
ら
に
比
例
代
表
の
部
分
に
お
い
て
は
選

挙
が
成
立
す
る
た
め
に
必
要
な
最
低
投
票
率
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
二
五
％
以
上
の
投
票
率
が
な
け
れ
ば
再
選
挙
と
な
る
の
で
あ
る）

11
（

。

　

絶
対
多
数
を
確
保
す
る
た
め
の
別
の
方
式
と
し
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
よ
う
に
即
時
委
譲
式
（Instant Run-off

）
と
い
う
制
度

を
と
る
国
も
あ
る）

11
（

。
他
の
国
で
は
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
が
こ
の
制
度
を
採
用
し
て
い
る）

11
（

。
有
権
者
は
自
身
の
選
好
に
従
い
立
候
補

し
た
す
べ
て
の
候
補
者
を
順
位
付
け
し
た
票
を
投
じ
る
。
一
枚
の
投
票
用
紙
に
各
候
補
者
の
氏
名
が
記
載
し
て
あ
り
、
そ
の
横
に
選

好
順
位
を
書
い
て
投
票
す
る
の
で
あ
る
。
開
票
に
あ
た
っ
て
ま
ず
は
第
一
選
好
の
票
が
集
計
さ
れ
る
。
そ
れ
で
絶
対
多
数
の
票
を
獲

得
し
た
候
補
が
あ
れ
ば
そ
の
候
補
が
そ
の
選
挙
区
の
代
表
と
な
る
。
し
か
し
も
し
絶
対
多
数
を
獲
得
し
た
候
補
が
い
な
け
れ
ば
、
第

一
選
好
の
開
票
で
最
下
位
の
得
票
し
か
得
ら
れ
な
か
っ
た
候
補
に
投
じ
ら
れ
た
票
を
抜
き
出
し
、
そ
の
票
に
お
け
る
第
二
選
好
と
し

て
残
り
の
候
補
者
が
獲
得
し
た
票
を
第
一
選
好
の
票
数
に
加
算
す
る
。
そ
こ
で
絶
対
多
数
を
獲
得
し
た
候
補
が
い
れ
ば
こ
の
よ
う
な

作
業
は
終
わ
る
が
、
い
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
二
回
目
の
集
計
で
最
下
位
と
な
っ
た
候
補
の
票
を
取
り
だ
し
、
第
二
選
好
と
さ
れ
た

各
候
補
に
票
を
振
り
分
け
、
二
回
目
の
集
計
に
加
え
る
。
絶
対
多
数
の
票
を
獲
得
す
る
候
補
者
が
出
る
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
票
の
振

り
分
け
作
業
が
続
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
各
有
権
者
の
選
好
の
度
合
い
を
加
味
し
て
上
で
絶
対
多
数
を
確
保
す
る
手
法
と
言
っ
て
よ

い
だ
ろ
う
。

　

上
記
の
よ
う
に
選
挙
で
絶
対
多
数
を
獲
得
す
る
候
補
を
生
み
出
す
選
挙
制
度
の
実
施
に
は
、
相
対
多
数
の
場
合
と
比
較
し
て
コ
ス

ト
が
よ
り
多
く
か
か
る
が
、
そ
れ
は
民
主
主
義
の
必
要
経
費
と
し
て
容
認
で
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
よ
う
な
国
で
決
選
投
票

の
制
度
やInstant Run-off

の
よ
う
な
制
度
を
導
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
わ
け
は
な
い
。
そ
う
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ア
メ



1（

重複立候補と結果としての死に票の救済

リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
が
採
用
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
相
対
多
数
を
絶
対
視
す
る
の
は
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
で
も
相

対
多
数
で
の
当
選
の
正
当
性
を
認
め
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
選
挙
区
で
あ
る
一
定
の
得
票
を
し
た
候
補
を
何
ら
か
の
基
準
で
そ
の
選

挙
区
に
お
け
る
代
表
と
し
て
認
め
る
制
度
が
あ
っ
て
も
よ
い
は
ず
だ
。
そ
れ
が
日
本
で
は
惜
敗
率
を
用
い
て
比
例
区
で
の
復
活
当
選

を
認
め
る
重
複
立
候
補
の
制
度
で
あ
る
。

　

重
複
立
候
補
は
、
落
選
し
た
候
補
を
救
済
す
る
制
度
で
は
な
く
、
あ
る
選
挙
区
で
誰
を
代
表
と
す
る
か
の
多
様
性
を
認
め
、
そ
の

ま
ま
で
は
死
に
票
と
な
っ
て
し
ま
う
民
意
を
救
済
す
る
制
度
な
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
重
複
立
候
補
は
民
意
を
救
済
す
る
制
度
で
あ

る
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
、
重
複
立
候
補
の
結
果
と
し
て
の
民
意
の
救
済
効
果
を
、
死
に
票
の
削
減
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
す
る
こ

と
に
す
る
。

四
．
重
複
立
候
補
と
死
に
票

　

こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
相
対
多
数
で
の
小
選
挙
区
制
の
最
大
の
問
題
点
は
議
席
に
反
映
し
な
い
民
意
、
す
な
わ
ち
死
に

票
が
比
例
代
表
制
と
い
っ
た
他
の
選
挙
制
度
と
比
較
し
て
、
非
常
に
多
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
ス
ポ
イ
ラ
ー
効
果

（Spoiler Effect

）
と
い
う
問
題
も
発
生
す
る
。
似
た
よ
う
な
政
策
を
掲
げ
る
候
補
者
間
で
票
割
れ
が
起
こ
り
、
両
者
の
得
票
を
合
わ

せ
れ
ば
、
漁
夫
の
利
を
得
て
当
選
し
た
異
な
る
政
策
を
主
張
し
た
候
補
者
の
得
票
を
上
廻
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
え
る）

11
（

。
例
え
ば

Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
の
三
人
の
候
補
が
立
候
補
し
て
い
た
と
す
る
。
そ
の
選
挙
で
Ａ
候
補
は
増
税
を
主
張
し
四
〇
％
の
票
を
獲
得
し
、
減
税

を
主
張
す
る
Ｂ
候
補
と
Ｃ
候
補
は
そ
れ
ぞ
れ
三
五
％
と
二
五
％
の
票
を
獲
得
し
た
。
相
対
多
数
の
小
選
挙
区
制
の
場
合
、
当
選
す
る

の
は
Ａ
候
補
で
あ
る
が
、
も
し
減
税
派
で
候
補
者
の
一
本
化
が
な
さ
れ
て
い
れ
ば
、
六
〇
％
の
票
を
獲
得
し
、
当
選
す
る
の
は
減
税

派
の
候
補
で
あ
る
。
相
対
多
数
で
の
当
選
を
認
め
る
限
り
、
六
〇
％
の
民
意
が
四
〇
％
の
民
意
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
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不
都
合
が
起
こ
る
。
重
複
立
候
補
の
制
度
を
認
め
れ
ば
、
先
の
例
で
言
う
と
、
八
七
・
五
％
の
惜
敗
率
で
Ｂ
候
補
が
当
選
し
う
る
余

地
を
残
す
。
死
に
票
率
も
六
〇
％
か
ら
二
五
％
と
改
善
さ
れ
、
ま
た
そ
の
選
挙
区
に
お
け
る
真
の
多
数
派
（
減
税
賛
成
派
）
も
代
表

を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。
民
意
の
統
合
を
果
た
し
つ
つ
も
民
意
の
反
映
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
わ
が
国
の
重
複
立
候
補
の
制
度
は
そ

れ
を
果
た
し
う
る
制
度
と
し
て
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
で
は
実
際
に
重
複
立
候
補
は
ど
の
程
度
結
果
と
し
て
小
選
挙
区
に
お
け

る
死
に
票
の
救
済
に
寄
与
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

表
1
は
、
得
票
率
と
議
席
率
の
関
係
が
単
純
多
数
制
・
絶
対
多
数
制
と
比
例
代
表
制
の
中
間
に
位
置
し
準
比
例
代
表
制
と
も
評
さ

れ
る
中
選
挙
区
制）

11
（

で
の
最
後
の
選
挙
と
な
っ
た
一
九
九
三
年
の
第
四
〇
回
総
選
挙
か
ら
、
そ
れ
以
降
並
立
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
直

近
の
二
〇
一
七
年
の
第
四
八
回
総
選
挙
ま
で
の
死
に
票
率
を
全
国
集
計
し
た
も
の
で
あ
る）

1（
（

。
中
選
挙
区
制
で
行
わ
れ
た
第
四
〇
回
総

選
挙
に
お
け
る
死
に
票
率
は
二
四
・
六
二
％
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
重
複
立
候
補
に
よ
る
当
選
者
の
票
も
含
め
て
計
算
し
た
並

立
制
で
の
死
に
票
率
は
最
初
と
な
っ
た
第
四
一
回
が
四
七
・
三
七
％
で
最
も
高
く
、
以
下
、
四
五
・
九
〇
％
、
三
五
・
九
六
％
、
三
五
・

〇
四
％
、
三
五
・
二
二
％
、
四
〇
・
二
九
％
、
三
二
・
六
二
％
、
三
五
・
二
一
％
と
な
っ
て
い
る
。
仮
に
重
複
立
候
補
を
認
め
ず
小
選
挙

区
の
当
選
者
は
最
高
得
票
を
し
た
候
補
者
だ
け
と
す
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
総
選
挙
に
お
け
る
死
に
票
率
は
五
六
・
〇
七
％
、
五
三
・
二

四
％
、
五
一
・
一
七
％
、
四
九
・
七
六
％
、
四
六
・
〇
九
％
、
五
二
・
五
一
％
、
四
七
・
九
五
％
、
四
九
・
四
八
％
と
な
る
。
そ
の
差
は
平

均
で
言
う
と
、
一
二
・
二
一
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
対
象
と
す
る
デ
ー
タ
が
少
な
い
の
で
、
復
活
当
選
を
含
め
た
場
合
と
含
め
な
い
場

合
と
の
間
で
平
均
値
の
差
の
検
定
（
等
分
散
を
仮
定
し
た
ｔ
検
定
）
を
行
う
と）

11
（

、
片
側
検
定
の
ｐ
値
は
五
・
八
六
〇
三
八
Ｅ

－

〇
五
で

統
計
的
に
も
有
意
な
差
が
あ
り
、
重
複
立
候
補
の
制
度
が
結
果
と
し
て
死
に
票
率
を
か
な
り
改
善
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

絶
対
多
数
を
獲
得
し
て
当
選
し
た
候
補
の
割
合
は
最
高
で
も
二
〇
〇
九
年
総
選
挙
の
七
〇
％
で
あ
る
。
自
民
党
か
ら
民
主
党
へ
の

政
権
交
代
を
示
す
一
つ
の
数
字
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
以
外
の
総
選
挙
に
お
い
て
は
六
〇
％
を
下
回
り
、
三
〇
％
台
前
半
と
い
う
時
も
あ

る
。
得
票
率
が
三
〇
％
未
満
で
の
当
選
者
を
出
し
た
選
挙
は
八
回
中
五
回
に
も
上
る
。
各
政
党
の
候
補
者
擁
立
戦
略
に
よ
っ
て
、
二
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〇
％
台
の
低
い
惜
敗

率
で
復
活
当
選
者
を

出
し
た
年
も
あ
る
が
、

一
方
で
九
五
％
を
超

え
る
惜
敗
率
で
の
復

活
当
選
者
は
毎
回
存

在
し
て
い
る
。
八
回

を
通
し
た
平
均
で
言

う
と
一
九
・
一
四
％

と
な
っ
て
い
る
。
重

複
立
候
補
の
制
度
の

意
義
が
あ
ま
り
認
識

さ
れ
て
い
な
か
っ
た

初
期
に
お
い
て
は
惜

敗
率
の
平
均
が
七

〇
％
前
後
と
な
っ
て

い
た
が
、
二
〇
〇
三

年
の
総
選
挙
以
来
八

〇
％
前
後
と
一
〇
ポ

小選挙区
得票率
平均

惜敗率
最高

惜敗率
最低

惜敗率
平均

惜敗率
（（％以上 1 人 2 人 （ 人

第 （0 回 － － － － － － － －

　（1 回 （（.（1 （（.（1 1（.（（ （2.（（ 1（.（（ 22（  （0  （ 

　（2 回 （（.（0 （（.（（ 2（.1（ （（.11 1（.（（ 22（  （（  （ 

　（（ 回 （1.（（ （（.（（ 2（.2（ （（.（（ 2（.0（ 1（（ 111  （ 

　（（ 回 （1.（2 （（.（（ 2（.11 （（.（（ 20.1（ 1（（ 112  2 

　（（ 回 （（.（0 （（.（（ 21.（（ （2.（（ 2（.（1 20（  （0  （ 

　（（ 回 （（.0（ （（.（（ （（.1（ （（.（（ 10.（（ 1（（ 10（ 10 

　（（ 回 （1.01 （（.（（ 20.（（ （0.00 1（.（（ 1（（ 111  （ 

　（（ 回 （2.（（ （（.（（ 20.（（ （（.12 20.（（ 1（2 10（  （

無効投票数 無効
投票率

復活当選も
含めた

死に票率

小選挙区の
当選者のみ
の死に票率

絶対得票率を
超えた割合

小選挙区
得票率最高

小選挙区
得票率最低

第 （0 回 － － 2（.（2 － － － －

　（1 回 1,（（（,（1（ 2.（（ （（.（（ （（.0（ （1.（（ （（.（（ 21.（1 

　（2 回 1,（（1,（（（ （.00 （（.（0 （（.2（ （0.（（ （（.（0 2（.（1 

　（（ 回 （,2（（,（（（ （.21 （（.（（ （1.1（ （1.00 （（.（（ （（.0（ 

　（（ 回 1,（（0,（02 2.10 （（.0（ （（.（（ （（.00 （（.（1 2（.（1 

　（（ 回 1,（（1,01（ 2.2（ （（.22 （（.0（ （0.00 （（.（0 （2.1（ 

　（（ 回 2,0（2,（（1 （.（1 （0.2（ （2.（1 （（.00 （（.（0 2（.（（ 

　（（ 回 1,（（（,（1（ （.2（ （2.（2 （（.（（ （（.（（ （0.（（ 2（.（（ 

　（（ 回 1,（2（,（（（ 2.（（ （（.21 （（.（（ （（.（2 （（.（（ （（.（（ 

単位：％表 1　第 40 回総選挙から第 48 回総選挙までの死に票率
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イ
ン
ト
程
度
上
昇
し
て
い
る
。
過
去
二
回

の
並
立
制
で
の
選
挙
を
経
て
、
三
回
目
と

な
る
こ
の
選
挙
か
ら
重
複
立
候
補
の
制
度

が
政
党
や
候
補
者
の
側
で
積
極
的
に
活
用

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　

表
2
は
重
複
率
の
変
化
を
ま
と
め
た
も

の
で
あ
る
が
、
現
状
に
お
い
て
重
複
率
は

六
七
・
二
％
と
導
入
当
初
の
一
九
九
六
年

総
選
挙
の
四
五
・
〇
％
か
ら
二
〇
ポ
イ
ン

ト
以
上
上
昇
し
て
い
る
。
政
党
ご
と
に
重

複
率
を
見
る
と
、
共
産
党
、
公
明
党
、
及

び
幸
福
実
現
党
の
よ
う
に
原
則
と
し
て
重

複
立
候
補
を
認
め
な
い
政
党
も
あ
る）

11
（

が
、

そ
の
他
の
主
要
野
党
に
お
い
て
は
、
小
選

挙
区
立
候
補
者
の
す
べ
て
を
同
一
順
位
で

重
複
立
候
補
さ
せ
て
い
る
。
自
民
党
に
関

し
て
は
、
七
三
歳
以
上
の
候
補
者
の
重
複

立
候
補
を
認
め
な
い
方
針
が
あ
り
、
一
〇

〇
％
と
な
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
二
〇
一

1（（（ 衆院選 201（ 衆院選

小選挙
区立候
補者

重複立
候補者 重複率

小選挙
区立候
補者

重複立
候補者 重複率

全候補者 12（1 （（（  （（.0 （（1 （2（  （（.2 

自民  2（（ 2（1  （0.（ 2（（ 2（（  （（.（ 

新進  2（（   （   （.0 － － －

民主  1（（ 1（1  （（.（ － － －

社民   （（  （（ 100.0  1（  1（ 100.0 

共産  2（（  （1  10.（ 20（  2（  11.（ 

さきがけ   1（   （  （（.2 － － －

民会連    2   1  （0.0 － － －

自由連合   （（  （0  （（.（ － － －

新社会   （（  2（  （（.（ － － －

公明 － － －   （   0   0.0 

希望 － － － 1（（ 1（（ 100.0 

維新 － － －  （（  （（ 100.0 

立憲 － － －  （（  （（  （（.（ 

幸福 － － －  （1   0   0.0

表 2　重複率の変化
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二
年
の
総
選
挙
か
ら
ブ
ロ
ッ
ク
毎
で
比
例
区
で
の
単
独
立
候
補
者
の
何
人
か
を
名
簿
順
位
の
一
位
か
ら
立
候
補
さ
せ
て
い
る
た
め
、

重
複
立
候
補
者
に
関
し
て
は
そ
の
順
位
は
異
な
る
も
の
の
、
同
一
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
は
同
一
順
位
と
し
て
い
る
。
特
定
候
補
の
優
遇
と

い
う
批
判
は
も
は
や
当
た
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

五
．
お
わ
り
に

　

本
稿
で
は
こ
れ
ま
で
の
分
析
で
重
複
立
候
補
の
制
度
が
結
果
と
し
て
死
に
票
率
の
改
善
に
繋
が
る
こ
と
を
具
体
的
に
確
認
し
て
き

た
。
小
選
挙
区
制
に
対
す
る
最
大
の
批
判
が
死
に
票
率
の
高
さ
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
を
改
善
な
い
し
は
補
完
し
う
る
も
の
と
し
て
、

重
複
立
候
補
の
制
度
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
の
で
あ
る
。
落
選
し
た
候
補
の
救
済
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
で
は
死
に

票
と
な
る
民
意
を
救
済
す
る
制
度
と
し
て
認
識
し
、
積
極
的
に
活
用
し
て
い
く
こ
と
が
意
中
の
候
補
者
が
小
選
挙
区
で
の
当
選
が
見

込
め
な
い
こ
と
か
ら
棄
権
し
て
し
ま
う
よ
う
な
有
権
者
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
重
複
立
候
補
が
こ
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
一
方
で
、
結
果
と
し
て
の
一
票
の
格
差
は
拡
大
す
る
と
い
っ
た
問
題
や
、

二
人
以
上
の
代
表
を
持
つ
選
挙
区
と
一
人
の
代
表
し
か
持
た
な
い
選
挙
区
と
の
間
の
中
央
か
ら
の
補
助
金
の
分
配
に
対
す
る
政
治
的

影
響
力
の
差
の
有
無
に
関
す
る
新
た
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ

る
こ
と
に
し
た
い
。

（
1
）　

リ
ク
ル
ー
ト
事
件
は
、
そ
も
そ
も
は
朝
日
新
聞
が
一
九
八
八
年
六
月
一
八
日
の
朝
刊
で
「
川
崎
市
助
役
へ
一
億
円
利
益
供
与
疑
惑
」

と
ス
ク
ー
プ
報
道
を
し
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。
情
報
産
業
と
し
て
新
興
企
業
で
あ
っ
た
リ
ク
ル
ー
ト
社
が
、
自
社
の
将
来
の
事
業
展
開

に
お
い
て
有
利
な
取
り
扱
い
を
得
る
こ
と
の
見
返
り
に
、
購
入
資
金
の
調
達
に
つ
い
て
も
便
宜
を
図
り
な
が
ら
、
リ
ク
ル
ー
ト
コ
ス
モ
ス

と
い
う
関
連
会
社
の
未
公
開
株
を
政
官
財
界
の
有
力
者
に
ば
ら
ま
い
た
、
と
い
う
の
が
事
件
の
概
要
で
あ
る
。
未
公
開
株
の
公
開
に
よ
る
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株
価
の
急
騰
と
売
却
は
、「
濡
れ
手
に
粟
」
と
い
っ
た
一
種
の
錬
金
術
と
し
て
、
国
民
の
間
に
大
き
な
不
公
平
感
と
政
治
不
信
の
感
情
を

引
き
起
こ
し
た
。
な
お
こ
の
リ
ク
ル
ー
ト
事
件
に
端
を
発
し
た
政
治
改
革
の
推
移
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
文
献
を
参
照
さ
れ
た
い
。
佐
々

木
毅
編
『
政
治
改
革
一
八
〇
〇
日
の
真
実
』
講
談
社
、
一
九
九
九
年
。

（
2
）　

中
選
挙
区
制
で
最
後
の
選
挙
と
な
っ
た
一
九
九
三
年
の
第
（0
回
総
選
挙
で
は
、
総
定
数
は
五
一
一
、
選
挙
区
の
数
は
一
二
九
、
各
選

挙
区
の
定
数
は
二
か
ら
六
と
な
っ
て
い
た
。

（
（
）　

こ
の
並
立
制
を
新
た
な
選
挙
制
度
と
し
て
一
九
九
〇
年
四
月
二
六
日
に
海
部
俊
樹
首
相
に
答
申
し
た
の
は
第
八
次
選
挙
制
度
審
議
会

で
あ
る
が
、
そ
の
答
申
（『
選
挙
制
度
及
び
政
治
資
金
制
度
の
改
革
に
つ
い
て
の
答
申
』）
の
全
文
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
可
能
で
あ

る
（http://w

w
w

.secj.jp/pdf/1（（00（2（-2.pdf

（
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
閲
覧
））。
こ
の
答
申
の
「
第
一　

衆
議
院
議
員
の
選
挙

制
度
の
改
革
」「
一　

基
本
的
考
え
方
」
の
項
（
四
頁
）
に
、
選
挙
制
度
改
革
の
具
体
的
内
容
と
し
て
、「
政
策
本
位
、
政
党
本
位
の
選

挙
」
の
実
現
、「
政
権
交
代
の
可
能
性
を
高
め
」
る
こ
と
な
ど
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　

一
九
九
六
年
の
並
立
制
で
最
初
に
実
施
さ
れ
た
総
選
挙
を
対
象
に
「
政
治
家
の
カ
ネ
の
使
い
方
が
再
選
目
的
と
い
か
な
る
関
係
に
あ

る
か
を
統
計
的
に
」
分
析
し
た
優
れ
た
研
究
と
し
て
、
以
下
の
も
の
が
あ
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
川
人
貞
史
「
総
論　

支
出
か
ら
み
た

日
本
政
治
」
佐
々
木
毅
・
吉
田
慎
一
・
谷
口
将
紀
・
山
本
修
嗣
編
『
代
議
士
と
カ
ネ
―
政
治
資
金
全
国
調
査
報
告
―
』
第
（
章
所
収
、
朝

日
新
聞
社
、
一
九
九
九
年
。
川
人
は
、
そ
の
影
響
は
大
き
い
と
は
言
え
な
い
が
、
政
治
資
金
支
出
が
得
票
率
を
増
大
さ
せ
る
効
果
を
持
つ

こ
と
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

（
（
）　Lijphart, A

rend

（1（（（

）, E
lectoral System

s and Party System
s: A

 Study of T
w

enty-Seven D
em

ocracies, 1945

―

1990, O
xford: O

xford U
niversity Press, p.1.

（
（
）　https://data.ipu.org/com

pare?field=
cham

ber%
（A

%
（A

field_electoral_system
&

structure=
any__low

er_
cham

ber#pie

（
最
終
閲
覧
：
二
〇
一
九
年
九
月
一
九
日
）。

（
（
）　

ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
、
ギ
ニ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
ロ
シ
ア
、
韓
国
、
タ
イ
、
ア
ル
メ
ニ
ア
、
ボ
リ
ビ
ア
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
、
ド
イ
ツ
、

ハ
ン
ガ
リ
ー
、
日
本
、
リ
ト
ア
ニ
ア
、
メ
キ
シ
コ
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
、
ヴ
ェ
ネ
ズ
エ
ラ
で
あ
る
。Rose, Richard

（eds.

）、International E
ncyclopedia of E

lections, W
ashington, D

.C.: CQ
 Press, 2000, pp.1（（

―1（1.

（
（
）　

在
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
使
館
『
ウ
ク
ラ
イ
ナ
週
報
』#12

―1（ 

、
二
〇
一
二
年
四
月
一
七
日
。
こ
の
週
報
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
閲
覧
で
き
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る
。https://w

w
w

.ua.em
b-japan.go.jp/jpn/bulletin/w

eekly_ua/2012/U
0（-12022（.pdf

（
二
〇
一
九
年
八
月
二
八
日
閲
覧
）。

（
（
）　

ロ
シ
ア
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
そ
れ
ま
で
の
重
複
立
候
補
を
認
め
て
い
た
小
選
挙
区
比
例
代
表
並
立
制
か
ら
全
国
一
区
の
厳
正
拘
束
名

簿
式
の
比
例
代
表
制
に
変
更
し
た
が
、
二
〇
一
六
年
に
再
び
重
複
立
候
補
を
認
め
る
並
立
制
に
戻
し
た
。http://src-h.slav.hokudai.

ac.jp/election_europe/com
m

on/files/system
_ru.pdf

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
八
日
閲
覧
）
やhttp://w

w
w

.electionguide.org/
countries/id/1（（/

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
八
日
閲
覧
）。
な
お
後
者
はInternational Foundation for Electoral System

s

（IFES

）

が
運
営
し
て
い
るElectionGuide

と
い
う
名
称
の
サ
イ
ト
で
、
選
挙
制
度
に
関
す
る
概
説
等
、
非
常
に
有
益
な
情
報
を
提
供
し
て
い
る
。

（
10
）　

参
議
院
の
比
例
区
は
当
初
厳
正
拘
束
名
簿
式
で
あ
っ
た
が
、
政
党
が
事
前
に
名
簿
順
位
を
決
め
る
厳
正
拘
束
式
が
批
判
さ
れ
、
有
権

者
自
身
が
選
べ
る
「
候
補
者
の
顔
が
見
え
る
」（『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月
一
四
日
朝
刊
）
比
例
代
表
制
と
い
う
主
張
が
広
く
受

け
入
れ
ら
れ
、
非
拘
束
式
が
二
〇
〇
一
年
の
第
一
三
回
選
挙
か
ら
導
入
さ
れ
た
。
非
拘
束
式
に
お
い
て
有
権
者
は
比
例
区
に
お
い
て
政
党

名
を
書
い
て
投
票
し
て
も
名
簿
に
載
っ
て
い
る
候
補
者
名
で
投
票
し
て
も
よ
い
。
比
例
区
で
の
各
党
の
当
選
者
は
個
人
名
で
獲
得
し
た
得

票
の
順
位
で
決
ま
る
こ
と
に
な
る
。

（
11
）　

一
九
九
六
年
の
第
四
一
回
総
選
挙
後
の
一
二
月
に
出
版
さ
れ
た
以
下
の
文
献
に
お
い
て
は
、
重
複
立
候
補
の
制
度
に
対
す
る
様
々
な

批
判
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
例
え
ば
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
重
複
立
候
補
者
の
比
例
区
で
の
名
簿
順
位
が
同
一
順
位

で
は
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
落
選
し
た
候
補
者
で
も
名
簿
順
位
が
一
位
で
あ
れ
ば
復
活
当
選
が
で
き
た
こ
と
に
対
す
る
「
有
権
者
不
在
の
選

挙
制
度
」
と
い
う
批
判
、
小
選
挙
区
で
の
得
票
が
下
位
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
ご
ぼ
う
抜
き
」
と
い
っ
た
形
で
復
活
落
選
を
果
た

し
た
候
補
者
が
二
三
人
も
い
た
こ
と
に
対
す
る
批
判
、
供
託
金
を
没
収
点
以
下
の
得
票
に
も
か
か
わ
ら
ず
復
活
当
選
を
で
き
る
仕
組
み
に

対
す
る
批
判
、「
金
銀
銅
」
と
揶
揄
さ
れ
た
よ
う
に
当
選
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
そ
の
後
の
見
方
や
処
遇
に
差
異
が
生
じ
た
こ
と
に
対
す
る

批
判
な
ど
で
あ
る
。
読
売
新
聞
社
編
『
大
変
革
へ
の
序
章
―
検
証
・
新
制
度
下
の
’（（
衆
院
選
』
読
売
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
、
一
七
二
～

一
八
二
頁
。
重
複
立
候
補
の
制
度
は
「
あ
く
ま
で
も
小
選
挙
区
で
小
差
で
落
選
し
た
候
補
者
の
た
め
の
仕
組
み
だ
っ
た
」
と
い
う
第
八
次

選
挙
制
度
審
議
会
で
委
員
を
務
め
た
慶
應
義
塾
大
学
の
堀
江
湛
教
授
の
コ
メ
ン
ト
も
同
書
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
、
一
七
六
頁
。
な

お
、
一
九
九
六
年
の
総
選
挙
で
惜
敗
率
が
一
九
・
九
五
％
で
得
票
率
も
五
・
九
〇
％
と
供
託
金
没
収
点
で
あ
る
一
〇
％
未
満
の
復
活
当
選
者

を
出
し
た
こ
と
か
ら
、
二
〇
〇
〇
年
の
公
職
選
挙
法
の
改
正
に
よ
っ
て
、
供
託
金
没
収
点
未
満
で
の
得
票
で
は
比
例
区
で
の
復
活
当
選
は

認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
。
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（
12
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
五
日
朝
刊
。

（
1（
）　
『
毎
日
新
聞
』
一
九
九
七
年
一
月
七
日
朝
刊
。

（
1（
）　

並
立
制
に
お
け
る
各
候
補
の
当
選
の
仕
方
に
よ
っ
て
、「
金
、
銀
、
銅
、
真
鍮
」
の
四
種
類
の
議
員
が
生
ま
れ
た
と
言
わ
れ
た
。
金

は
小
選
挙
区
の
み
の
立
候
補
で
当
選
し
た
者
、
銀
は
重
複
立
候
補
者
で
あ
る
が
小
選
挙
区
で
当
選
し
た
者
、
銅
は
比
例
区
単
独
で
当
選
し

た
者
、
真
鍮
は
い
わ
ゆ
る
復
活
当
選
し
た
者
を
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
。
こ
の
区
別
は
発
言
力
の
軽
重
と
い
う
観
点
か
ら
な
さ
れ
て
い
る

と
い
う
。『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
二
日
朝
刊
。

（
1（
）　

例
え
ばGoogle

で
検
索
す
る
と
以
下
の
よ
う
な
サ
イ
ト
が
上
位
で
出
て
く
る
。「
サ
ル
で
も
わ
か
る
選
挙
制
度
！
（
（
）　

最
悪
の

「
重
複
立
候
補
制
」
と
「
復
活
当
選
」
方
式
！
（
衆
議
院
）」（https://blog.goo.ne.jp/handa（douzo/e/（e1（c（dc0（f（2fa1a2（21d

（（0a（e（c00

）（
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
閲
覧
）。「
何
度
も
死
ん
で
（
落
選
し
て
）
も
必
ず
蘇
る
（
比
例
復
活
）
ゾ
ン
ビ
議
員
問
題
～

ゾ
ン
ビ
議
員
の
セ
ー
フ
テ
ィ
ネ
ッ
ト
と
化
し
た
衆
議
院
重
複
立
候
補
制
度
は
即
刻
廃
止
す
べ
き
」（https://kibashiri.hatenablog.

com
/entry/201（120（/1（1（01（（1（

）（
二
〇
一
九
年
八
月
三
〇
日
閲
覧
）
な
ど
で
あ
る
。

（
1（
）　
『
読
売
新
聞
』
二
〇
一
四
年
三
月
二
二
日
朝
刊
。

（
1（
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
二
日
朝
刊
。
結
局
田
野
瀬
候
補
は
小
選
挙
区
で
落
選
し
た
が
、
比
例
区
で
復
活
当
選
と
な
っ

た
。
な
お
同
候
補
は
選
挙
直
後
の
一
〇
月
二
〇
日
夜
に
は
「
辞
退
」
を
宣
言
し
た
が
、
地
元
の
支
持
者
の
説
得
も
あ
り
、
復
活
当
選
を
受

け
入
れ
た
。

（
1（
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
六
年
一
〇
月
四
日
朝
刊
。

（
1（
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
六
年
一
〇
月
二
三
日
朝
刊
。

（
20
）　
『
毎
日
新
聞
』
二
〇
〇
二
年
二
月
一
三
日
夕
刊
。
小
泉
が
重
複
立
候
補
を
憲
法
違
反
だ
と
批
判
す
る
姿
勢
は
早
く
も
一
九
九
六
年
一

〇
月
一
八
日
付
の
朝
日
新
聞
朝
刊
に
お
い
て
紹
介
さ
れ
て
い
る
。『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
六
年
一
〇
月
一
八
日
朝
刊
。

（
21
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
九
一
年
九
月
一
二
日
朝
刊
。

（
22
）　
『
朝
日
新
聞
』
二
〇
〇
五
年
八
月
一
二
日
朝
刊
。『
読
売
新
聞
』
二
〇
〇
五
年
八
月
一
二
日
朝
刊
。

（
2（
）　

記
事
の
抽
出
は
二
〇
一
九
年
八
月
三
一
日
に
行
っ
た
。
ち
な
み
に
本
文
中
に
重
複
立
候
補
と
い
う
言
葉
を
含
む
記
事
の
数
は
四
二
九

九
件
で
、
最
初
の
記
事
は
一
九
九
〇
年
四
月
二
七
日
に
登
場
し
、
第
八
次
選
挙
制
度
審
議
会
の
答
申
の
骨
子
を
伝
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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最
後
の
も
の
は
二
〇
一
九
年
七
月
三
〇
日
で
あ
る
。
れ
い
わ
新
選
組
と
Ｎ
国
が
二
〇
一
九
年
七
月
二
一
日
に
実
施
さ
れ
た
第
二
五
回
参
議

院
議
員
通
常
選
挙
の
結
果
、
政
党
要
件
を
満
た
し
、
衆
議
院
選
挙
に
お
い
て
重
複
立
候
補
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
当
選
の
可
能
性
が
広

が
っ
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。

（
2（
）　http://w

w
w

.electionguide.org/countries/id/（（/ （
二
〇
一
九
年
九
月
一
八
日
閲
覧
）。

（
2（
）　http://psephos.adam

-carr.net/countries/f/france/201（/france201（（.txt

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
八
日
閲
覧
）。

（
2（
）　http://w

w
w

.electionguide.org/countries/id/12（/

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
八
日
閲
覧
）。

（
2（
）　http://w

w
w

.electionguide.org/countries/id/1（/

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
八
日
閲
覧
）。

（
2（
）　http://w

w
w

.electionguide.org/countries/id/1（（/

（
二
〇
一
九
年
九
月
一
八
日
閲
覧
）。

（
2（
）　

ス
ポ
イ
ラ
ー
効
果
に
関
し
て
は
以
下
の
文
献
に
詳
し
い
。Poundstone, W

illiam

（200（

）, G
am

ing the V
ote. N

ew
 Y

ork: 
H

ill and W
ang, p.20.

（
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
パ
ウ
ン
ド
ス
ト
ー
ン
『
選
挙
の
パ
ラ
ド
ク
ス
』
篠
儀
直
子
訳
、
青
土
社
、
二
〇
〇
八
年
）

（
（0
）　Liphart, A

rend 

（1（（（

）, Patterns of D
em

ocracy: G
overnm

ent Form
s and Perform

ance in T
hirty-Six Countries, 

N
ew

 H
aven: Y

ale U
niversity Press, p.1（（, p.1（（.（

ア
レ
ン
ド
・
レ
イ
プ
ハ
ル
ト『
民
主
主
義
対
民
主
主
義
―
多
数
決
型
と
コ
ン
セ
ン

サ
ス
型
の
（（
ヶ
国
比
較
研
究
―
』
粕
谷
裕
子
訳
、
勁
草
書
房
、
二
〇
〇
五
年
、
一
一
六
頁
、
一
一
八
頁
。

（
（1
）　

死
に
票
率
は
、
無
効
票
や
白
票
を
含
め
た
投
票
総
数
を
分
母
と
し
て
計
算
し
た
。
た
だ
し
、
第
四
〇
回
総
選
挙
に
関
し
て
は
投
票
総

数
の
デ
ー
タ
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
有
効
投
票
数
（
各
候
補
の
得
票
数
を
集
計
し
た
も
の
）
を
分
母
と
し
て
計
算
し
て
い
る
。
な

お
第
四
〇
回
と
四
一
回
に
関
し
て
は
、
筆
者
も
メ
ン
バ
ー
の
一
人
で
あ
っ
た
二
一
世
紀
政
治
研
究
会
（
代
表
：
白
鳥
令
）
が
ま
と
め
た
も

の
を
デ
ー
タ
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
総
選
挙
に
関
し
て
は
、
朝
日
新
聞
社
と
読
売
新
聞
社
が
販
売
し
て
い
る
デ
ー
タ
集
を

利
用
し
た
。
具
体
的
に
は
、『asahi.com

で
見
る
2 

0 

0 

0
総
選
挙
の
す
べ
て
』、『asahi.com

で
見
る
2 

0 

0 

（
総
選
挙
の
す
べ
て
』、

『asahi.com

で
見
る
2 

0 

0 

（
総
選
挙
の
す
べ
て
』、『
読
売
新
聞　

衆
議
院
選
挙
2 

0 

0 

（
』、『
朝
日
新
聞
で
見
る
2 

0 

1 

2
総
選
挙

の
す
べ
て
』、『
朝
日
新
聞
で
見
る
2 

0 

1 

2
総
選
挙
の
す
べ
て
』、『
朝
日
新
聞
で
見
る
2 

0 

1 

（
総
選
挙
の
す
べ
て
』、『
読
売
新
聞　

衆

議
院
選
挙
2 

0 

1 

（
』
で
あ
る
。

（
（2
）　

等
分
散
で
あ
る
か
否
か
を
確
認
す
る
た
め
に
Ｆ
検
定
を
行
っ
た
。
ｐ
値
は
〇
・
〇
六
九
三
九
四
と
な
り
、
重
複
立
候
補
に
よ
る
当
選

者
の
票
も
含
め
た
死
に
票
率
と
小
選
挙
区
に
お
け
る
当
選
者
の
み
の
死
に
票
率
に
関
し
て
は
等
分
散
で
な
い
と
い
う
検
定
結
果
が
得
ら
れ
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た
こ
と
に
よ
る
。

（
（（
）　

共
産
党
は
原
則
と
し
て
重
複
立
候
補
を
認
め
て
い
な
い
が
、
京
都
一
区
や
沖
縄
一
区
で
は
名
簿
順
位
一
で
重
複
立
候
補
を
認
め
て
い

る
。




